
令和７年度 「お出かけ村⻑室」実施要綱 

 

１ 目 的 

村⻑が直接地域の会場等に出向き、住⺠の皆様と意⾒交換を⾏うことにより、「身近で親しみやすい 

開かれた⾏政の実現」と「持続可能な地域と暮らしの達成」を目指し、「小さなコミュニティを⼤切にする」こ 

とを目的とします。  

 

２ 開催要件 

 （１）参加対象者は、村内に在住する５人以上の団体とします。 

 （２）開催会場は村内の会場とし、公⺠館などの会場は申込者が確保してください。村の公共施設の使 

用を希望される場合は、村において調整を⾏います。 

 （３）開催当日は、申込者が会場設営および進⾏を⾏い、開催時間は１時間３０分以内とします。 

 （４）申込者において感染症予防対策を講じ、体調のすぐれない方は参加を⾒送ってください。 

 

３ 開催対象外 

  次のいずれかに該当する場合は、原則として開催の対象外とします。 

（１）特定の個人または団体の利益等につながるおそれのあるもの。 

（２）特定の宗教、政党および選挙の表現等を目的としたもの。 

（３）会食を伴うもの（ただし、地区等の総会にあわせて開催する場合は、この限りではありません）。 

（４）その他村⻑が出席することが適当でないと判断されるもの。  

 

４ 開催手続 

 （１）申込者は、原則として開催希望日の３週間前までに、「おでかけ村⻑室申込書」に必要事項を記 

入のうえ、総務課へ直接持参するか、郵送、FAX、電子メールにより提出してください。 

 （２）総務課は、申込書を受け付けた後、実施の可否について決定し、申込者へ連絡します。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年１２月１日から施⾏します。 



「おでかけ村⻑室申込書」 
 

申込日     年  月  日 
ふ り が な 

申込者氏名（代表者）  

団 体 名  

申込者住所 球磨村⼤字 

申込者電話番号 ⾃宅︓            携帯︓ 

参加人数     人 

報道への周知 
（いずれかに○印） 

   可 ・ 不可 

意⾒交換の内容（希望するテーマ・趣旨） 
※事前に資料等を準備しますので、できる限り具体的に記入してください。 

 

開催希望 月  日 時間（1 時間 30 分以内） 会 場 

第１希望   月  日（ ） 
午前 ・ 午後    時   分 

          〜   時   分 
 

第２希望   月  日（ ） 
午前 ・ 午後    時   分 

          〜   時   分 
 

第３希望   月  日（ ） 
午前 ・ 午後    時   分 

          〜   時   分 
 

・村内に在住されている５人以上のグループでお申し込みください。 
・開催希望日の３週間前までに直接持参するか、郵送、FAX、電子メールによりお申し込みください。 
・村⻑日程により、ご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
 

【問合せ・申込先︓球磨村役場総務課総務係  〒869-6401 球磨村大字渡丙 1730 番地】 
 電話︓32-1111（内線 218） 
 FAX︓32-1230 
 E-mail︓soumu@vill.kuma.lg.jp 


